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介
護
保
険
負
担
限
度
額
の
認
定

　

介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
は
、
居

住
費
と
食
事
の
全
額
を
本
人
負
担
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
次
の
要
件

を
満
た
す
人
に
つ
い
て
、
本
人
負
担
額
の
上

限
を
定
め
、
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
者

　

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
人
。

⑴�

配
偶
者
が
別
世
帯
の
場
合
、
配
偶
者
も
市

町
村
民
税
非
課
税
で
あ
る
こ
と

⑵�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
預
貯
金
等
が
基
準

額
以
下
で
あ
る
こ
と

【
預
貯
金
等
の
基
準
額
】

　

年
金
収
入
等
（
非
課
税
年
金
を
含
む
公
的

年
金
等
収
入
金
額
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金

額
）
の
年
額
が

⑴�

80
万
円
※
以
下
の
場
合
、単
身
６
５
０
万
円
、

夫
婦
１
６
５
０
万
円

⑵�

80
万
円
※
超
１
２
０
万
円
以
下
の
場
合
、

単
身
５
５
０
万
円
、
夫
婦
１
５
５
０
万
円

⑶�

１
２
０
万
円
超
の
場
合
、
単
身
５
０
０
万
円
、

夫
婦
１
５
０
０
万
円

⑷�

２
号
被
保
険
者
の
場
合
、
単
身
１
０
０
０
万
円
、

夫
婦
２
０
０
０
万
円

※�

令
和
７
年
８
月
か
ら
80
万
９
千
円
に
変
更

手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
介
護
保
険
課
ま
た
は
、

各
総
合
支
所
・
出
張
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
請
の
際
に
は
、
預
貯
金
通
帳

等
の
写
し
（
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
有
す

べ
て
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る
利
用
者
負
担
軽
減

　

山
口
県
知
事
、
周
防
大
島
町
長
に
社
会
福

祉
法
人
等
に
よ
る
利
用
者
負
担
軽
減
実
施
の
申

し
出
を
し
た
施
設
等
で
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
、
利
用
者
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
者

　

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
、
次
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
人
。

⑴�

年
間
収
入
が
、
単
身
世
帯
で
１
５
０
万
円

以
下
、
世
帯
員
１
人
増
え
る
ご
と
に
50
万

円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と

⑵�

預
貯
金
の
額
が
、
単
身
世
帯
で
３
５
０
万

円
以
下
、
世
帯
員
１
人
増
え
る
ご
と
に

１
０
０
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と

⑶�

日
常
生
活
の
た
め
に
必
要
な
資
産
以
外
に
利

用
し
得
る
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

⑷�

負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶
養
さ
れ
て

い
な
い
こ
と

⑸�

介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

�

・�

介
護
老
人
福
祉
施
設（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）

�

・�

短
期
入
所
生
活
介
護
、
通
所
介
護
、
訪
問

介
護

※�

利
用
者
負
担
軽
減
実
施
の
申
し
出
を
し
た

社
会
福
祉
法
人
等
が
運
営
す
る
施
設
等
に

限
り
ま
す
。

負
担
軽
減
の
割
合

�

・�

利
用
者
負
担
額
は
、１
割
自
己
負
担
、食
費
、

居
住
費
ま
た
は
滞
在
費
の
１
０
０
分
の
25

�

・�

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
の
利
用
者
負
担
額

は
、
１
割
自
己
負
担
、
食
費
、
居
住
費
ま

た
は
滞
在
費
の
１
０
０
分
の
50

手
続
き

　

こ
の
軽
減
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。
介
護
保
険
課
ま
た
は
、
各
総

合
支
所
・
出
張
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
　
　
問
介
護
保
険
課 

介
護
保
険
班　

☎
０
８
２
０
（
73
）
５
５
０
３

国
民
健
康
保
険
税
の
子
ど
も
の

均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
図
る
た
め
、
未
就
学
児
（
6
歳
に
達

す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日
以
前

で
あ
る
被
保
険
者
）
に
か
か
る
国
民
健

康
保
険
税
の
均
等
割
額
の
5
割
を
軽
減

し
ま
す
。

　

令
和
７
年
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
31

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
が
対

象
で
す
。

　

な
お
、
前
年
の
所
得
が
一
定
基
準
以

下
の
世
帯
で
、
均
等
割
額
の
軽
減
が
適

用
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
適
用
後
の
均

等
割
額
よ
り
更
に
5
割
軽
減
し
ま
す
。

※�

条
件
に
該
当
す
る
場
合
、
自
動
的
に

軽
減
判
定
の
対
象
と
す
る
た
め
、
申

請
は
不
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課�

課
税
第
１
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
８


